
＜お知らせ＞2022.1.31 

令和 4・5・6 年度にかかる JACIC 業務受注のための業者登録申請の受付を開始します 詳

細は、JACIC ホームページ下段の「JACIC 業者登録申請手続」をご覧下さい。 

JACIC 総務部 

https://www.jacic.or.jp/etc/r4_kyousounyuusatsu/r4_kyousounyusatsu_shinsei_annai.pdf

